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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　下記の１）～３）を満たすことを特徴とする、化粧料。
１）多価アルコール７０～９９質量％を含有すること
２）前記多価アルコールとして、化粧料全量に対して１～１０質量％の１，２－ペンタン
ジオール及び／又は化粧料全量に対して１～１０質量％のジプロピレングリコールを含有
すること
３）炭０．００５～０．５質量％を含有すること
【請求項２】
　前記多価アルコールが、化粧料全量に対して６０～８０質量％のグリセリンを含有して
なるものであることを特徴とする、請求項１に記載の化粧料。
【請求項３】
　前記炭が薬用炭であることを特徴とする、請求項１又は２に記載の化粧料。
【請求項４】
　前記炭における、平均粒径が、０．０５～１μｍであることを特徴とする、請求項１～
３何れか１項に記載の化粧料。
【請求項５】
　前記炭が、水性担体に、粒径１０～１００μｍに分布する粉末の炭を加え、少なくとも
２種の媒体の存在下、サンドミルで壊砕、分散させたものであることを特徴とする、請求
項１～４何れか１項に記載の化粧料。
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【請求項６】
　前記サンドミル処理に用いる、２種の媒体が、１ｍｍφのビーズと０．３ｍｍφのビー
ズであることを特徴とする、請求項５に記載の化粧料。
【請求項７】
　更に、カルボキシビニルポリマーのトリエタノールアミン塩を含有することを特徴とす
る、請求項１～６何れか１項に記載の化粧料。
【請求項８】
　皮脂除去用のものであることを特徴とする、請求項１～７何れか１項に記載の化粧料。
【請求項９】
　角栓除去用のものであることを特徴とする、請求項１～８何れか１項に記載の化粧料。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、化粧料に関し、更に詳細には、皮脂除去に好適な化粧料に関する。
【背景技術】
【０００２】
　肌を健やかに保つ上で、毛穴などに古い角層や脂質代謝物などが蓄積して生じる「角栓
」は、皮膚常在菌の温床ともなり、面皰の原因にもなることから、その除去は肌の手入れ
の上で重要な課題となっている。この様な角栓の除去方法としては、例えば、パック化粧
料の粘着成分に吸着させたり、支持体上に粘着剤を塗工し、この粘着剤により粘着剥離さ
せる方法が一般的に行われており、前記粘着剤としては、ビニルピロリドン・酢酸ビニル
共重合体や酢酸ビニルポリマーエマルションなどが使用されるのが常法となっている。（
例えば、特許文献１～６を参照）この様な製剤の最も発展したものとしては、かかる粘着
剤を不織布などの支持体上に延展し、使用時に粘着剤に水分を含ませ、これを貼付し、乾
燥したのを確認して剥離する形態の化粧料であるが、この様な使用形態に於いては、使用
部が小鼻などの皮脂分泌の著しい場所であることから、皮脂により角栓との密着を阻害さ
れたり、粘着力が強すぎるあまり、表皮までも剥離させたりする欠点が存した。
【０００３】
　この様な吸着による除去によらない、角栓の除去方法としては、角栓を構成している脂
質をオイルや多価アルコールで溶解させて、しかる後に角栓を除去する方法が存するが、
この方法では、脂質除去後に、どの様に他の成分を除くかが問題であり、通常は汗やオイ
ルによる自然流出に頼るのが常であり、その意味での限度が存した。
【０００４】
　多価アルコールを大量に含有し、皮膚上に塗布したときに、皮膚上の水分による水和熱
を放出するタイプの「温感化粧料」は既に存在し、血流量増大、エステティックに於ける
心地よさの創出などの目的で使用されている。（例えば、特許文献７、特許文献８を参照
）しかしながら、この様な化粧料を角栓除去に応用したものは存しない。
【０００５】
　１）多価アルコール７０～９９質量％と２）炭０．００５～０．５質量％とを含有する
化粧料は全く知られていないし、この様な構成の化粧料が角栓除去に優れることも全く知
られていなかった。
【０００６】
【特許文献１】特開２００３－１２４３６号公報
【特許文献２】特開平１１－２１７３１３号公報
【特許文献３】特開平１０－２４５３１９号公報
【特許文献４】特開平８－２４５３４０号公報
【特許文献５】特開平８－１０９１１９号公報
【特許文献６】ＷＯ００／６９３９７号公報
【特許文献７】特開２００３－３００８３９号公報
【特許文献８】特開２００３－８１７６５号公報
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【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
　本発明は、この様な状況下為されたものであり、皮膚に与える影響の少ない角栓の除去
方法を提供することを課題とする。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　この様な状況に鑑みて、本発明者らは、皮膚に与える影響の少ない角栓の除去方法を求
めて、鋭意研究努力を重ねた結果、１）多価アルコール７０～９９質量％と２）炭０．０
０５～０．５質量％とを含有する化粧料がその様な特性を有していることを見出し、発明
を完成させるに至った。即ち、本発明は以下に示すとおりである。
（１）１）多価アルコール７０～９９質量％と２）炭０．００５～０．５質量％とを含有
することを特徴とする、化粧料。
（２）前記多価アルコールが、化粧料全量に対して６０～８０質量％のグリセリンを含有
してなるものであることを特徴とする、（１）に記載の化粧料。
（３）前記多価アルコールが、化粧料全量に対して１～１０質量％の１，２－ペンタンジ
オールを含有してなるものであることを特徴とする、（１）又は（２）に記載の化粧料。
（４）前記多価アルコールが、化粧料全量に対して１～１０質量％のジプロピレングリコ
ールを含有してなるものであることを特徴とする、請求項１～３何れか１項に記載の化粧
料。
（５）前記炭が薬用炭であることを特徴とする、（１）～（４）何れか１項に記載の化粧
料。
（６）前記炭における、平均粒径が、０．０５～１μｍであることを特徴とする、（１）
～（５）何れか１項に記載の化粧料。
（７）前記炭が、水性担体に、粒径１０～１００μｍに分布する粉末の炭を加え、少なく
とも２種の媒体の存在下、サンドミルで壊砕、分散させたものであることを特徴とする、
（１）～（６）何れか１項に記載の化粧料。
（８）前記サンドミル処理に用いる、２種の媒体が、１ｍｍφのビーズと０．３ｍｍφの
ビーズであることを特徴とする、（７）に記載の化粧料。
（９）更に、カルボキシビニルポリマーのトリエタノールアミン塩を含有することを特徴
とする、（１）～（８）何れか１項に記載の化粧料。
（１０）皮脂除去用のものであることを特徴とする、（１）～（９）何れか１項に記載の
化粧料。
【発明の効果】
【０００９】
　本発明によれば、皮膚に与える影響の少ない角栓の除去方法を提供することができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１０】
（１）本発明の化粧料の必須成分である多価アルコール
　本発明の化粧料は、多価アルコール７０～９９質量％、より好ましくは、９０～９７質
量％含有することを特徴とする。かかる多価アルコールとしては、２５℃、１気圧下液状
のものが好ましく、具体的にはグリセリン、ジグリセリン、１，３－ブタンジオール、イ
ソプレングリコール、１，２－ペンタンジオール、１，２－ヘキサンジオール、１，２－
オクタンジオール、ポリエチレングリコールの内、平均分子量が８００以下のものなどが
好ましく例示できる。これらの多価アルコールは唯一種を含有することも出来るし、二種
以上を組み合わせて含有させることも出来る。多価アルコールを含有する上で、好ましい
形態としては、化粧料全量に対して６０～７７質量％の、より好ましくは７２～８７質量
％のグリセリンを含有するように、複数の多価アルコールを組み合わせて含有させる形態
である。この様な形態を取ることにより、適度な発熱が得られるためである。
【００１１】
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（２）本発明の化粧料の必須成分である炭
　本発明の化粧料は、必須成分として、炭０．００５～０．５質量％、より好ましくは０
．０５～０．３質量％を含有することを特徴とする。かかる炭としては、炭素の集合体で
あれば特段の限定無く使用することが出来、例えば、備長炭、薬用炭、竹炭などが好適に
例示できる。特に好ましいものは、化粧料で汎用されている薬用炭である。この様な炭は
、なるべく微細に粉砕した形で含有させることが好ましく、少なくとも平均粒径が１００
μｍ以下、より好ましくは１μｍ以下に調整しておくことが好ましい。この様な粒径の炭
は、例えば、遊星ボールミルなどを用いて、乾式で予め粒径１０～１００μｍに分布する
粉末の炭を調整しておき、かかる炭粉末を水性担体と混合し、ダイノミルやサンドミルな
どの高速ビーズミルに仕込み、媒体を加えて壊砕、分散を行うことが好ましい。媒体とし
てはジルコニウムビーズを用いることが好ましく、かかる媒体においては、少なくとも２
種の媒体を使用することが好ましい。かかる二種の媒体としては、この様なミルで使用さ
れているものであれば特段の限定はないが、ジルコニウムビーズが好ましく、少なくとも
２種として、０．８～３ｍｍの比較的大型のビーズと、０．１～０．５ｍｍの比較的小型
の少なくとも２種は用いることが好ましく、この少なくとも２種の媒体を用いて、それぞ
れで２段に分けて壊砕することも出来るが、これらの２種の媒体を混合して使用すること
がより好ましい。これらの混合比は１：２～２：１が好ましい。勿論、かかる２種以外の
粒子径の媒体を加えて使用することも可能である。かかる媒体は、総量で、炭の質量に対
して、１０～１００００質量％使用することが好ましい。又、この様な壊砕に於いては、
水性担体を用いて行うことが好ましく、かかる水性担体としては、多価アルコールの水溶
液が好ましく例示できる。かかる水性担体の含有量は、炭の質量に対して、１０～２０質
量倍が好ましい。又、この様な水性担体には、ソルビタン脂肪酸エステル類（ソルビタン
モノステアレート、セスキオレイン酸ソルビタン等）、グリセリン脂肪酸類（モノステア
リン酸グリセリン等）、プロピレングリコール脂肪酸エステル類（モノステアリン酸プロ
ピレングリコール等）、硬化ヒマシ油誘導体、グリセリンアルキルエーテル、ＰＯＥソル
ビタン脂肪酸エステル類（ＰＯＥソルビタンモノオレエート、モノステアリン酸ポリオキ
エチレンソルビタン等）、ＰＯＥソルビット脂肪酸エステル類（ＰＯＥ－ソルビットモノ
ラウレート等）、ＰＯＥグリセリン脂肪酸エステル類（ＰＯＥ－グリセリンモノイソステ
アレート等）、ＰＯＥ脂肪酸エステル類（ポリエチレングリコールモノオレート、ＰＯＥ
ジステアレート等）、ＰＯＥアルキルエーテル類（ＰＯＥ２－オクチルドデシルエーテル
等）、ＰＯＥアルキルフェニルエーテル類（ＰＯＥノニルフェニルエーテル等）、プルロ
ニック型類、ＰＯＥ・ＰＯＰアルキルエーテル類（ＰＯＥ・ＰＯＰ２－デシルテトラデシ
ルエーテル等）、テトロニック類、ＰＯＥヒマシ油・硬化ヒマシ油誘導体（ＰＯＥヒマシ
油、ＰＯＥ硬化ヒマシ油等）、ショ糖脂肪酸エステル、アルキルグルコシド等の非イオン
界面活性剤を１～５質量％加えておくと良い。かかる成分をサンドミルに仕込み３０～１
２０分処理することにより、平均粒径が１μｍ以下の炭が分散した分散液が得られる。か
かる炭は皮膚上に投与した場合、皮脂を吸着する作用に優れる。これにより、角栓より、
構成皮脂を除去することが出来る。
【００１２】
＜製造例１＞
　予め遊星ボールミルで壊砕した、薬用炭の粉末を用い、水担体分散組成物１を製造した
。即ち、処方成分をサンドミルに仕込み、更に、１００質量％の１ｍｍφのジルコニウム
ビーズと、１００質量％の０．３ｍｍφのジルコニウムビーズを加え、１時間壊砕処理を
行い、スクリーンを通して、液体部分を回収し、水担体分散組成物１とした。顕微鏡下分
散状況を観察したところ、炭の平均粒径は０．５μｍであった。
薬用炭粉末（平均粒径１８μｍ）　　　１０質量％
水　　　　　　　　　　　　　　　　　９０質量％
【００１３】
（３）本発明の化粧料
　本発明の化粧料は、前記必須成分を含有することを特徴とする。本発明の化粧料に於い



(5) JP 4464781 B2 2010.5.19

10

20

30

40

50

ては、かかる必須成分以外に、通常化粧料で使用される任意成分を含有することが出来る
。この様な任意成分としては、例えば、マカデミアナッツ油、アボガド油、トウモロコシ
油、オリーブ油、ナタネ油、ゴマ油、ヒマシ油、サフラワー油、綿実油、ホホバ油、ヤシ
油、パーム油、液状ラノリン、硬化ヤシ油、硬化油、モクロウ、硬化ヒマシ油、ミツロウ
、キャンデリラロウ、カルナウバロウ、イボタロウ、ラノリン、還元ラノリン、硬質ラノ
リン、ホホバロウ等のオイル、ワックス類、流動パラフィン、スクワラン、プリスタン、
オゾケライト、パラフィン、セレシン、ワセリン、マイクロクリスタリンワックス等の炭
化水素類、オレイン酸、イソステアリン酸、ラウリン酸、ミリスチン酸、パルミチン酸、
ステアリン酸、ベヘン酸、ウンデシレン酸等の高級脂肪酸類、セチルアルコール、ステア
リルアルコール、イソステアリルアルコール、ベヘニルアルコール、オクチルドデカノー
ル、ミリスチルアルコール、セトステアリルアルコール等の高級アルコール等、イソオク
タン酸セチル、ミリスチン酸イソプロピル、イソステアリン酸ヘキシルデシル、アジピン
酸ジイソプロピル、セバチン酸ジ－２－エチルヘキシル、乳酸セチル、リンゴ酸ジイソス
テアリル、ジ－２－エチルヘキサン酸エチレングリコール、ジカプリン酸ネオペンチルグ
リコール、ジ－２－ヘプチルウンデカン酸グリセリン、トリ－２－エチルヘキサン酸グリ
セリン、トリ－２－エチルヘキサン酸トリメチロールプロパン、トリイソステアリン酸ト
リメチロールプロパン、テトラ－２－エチルヘキサン酸ペンタンエリトリット等の合成エ
ステル油類、ジメチルポリシロキサン、メチルフェニルポリシロキサン、ジフェニルポリ
シロキサン等の鎖状ポリシロキサン、オクタメチルシクロテトラシロキサン、デカメチル
シクロペンタシロキサン、ドデカメチルシクロヘキサンシロキサン等の環状ポリシロキサ
ン、アミノ変性ポリシロキサン、ポリエーテル変性ポリシロキサン、アルキル変性ポリシ
ロキサン、フッ素変性ポリシロキサン等の変性ポリシロキサン等のシリコーン油等の油剤
類、脂肪酸セッケン（ラウリン酸ナトリウム、パルミチン酸ナトリウム等）、ラウリル硫
酸カリウム、アルキル硫酸トリエタノールアミンエーテル等のアニオン界面活性剤類、塩
化ステアリルトリメチルアンモニウム、塩化ベンザルコニウム、ラウリルアミンオキサイ
ド等のカチオン界面活性剤類、イミダゾリン系両性界面活性剤（２－ココイル－２－イミ
ダゾリニウムヒドロキサイド－１－カルボキシエチロキシ２ナトリウム塩等）、ベタイン
系界面活性剤（アルキルベタイン、アミドベタイン、スルホベタイン等）、アシルメチル
タウリン等の両性界面活性剤類、ソルビタン脂肪酸エステル類（ソルビタンモノステアレ
ート、セスキオレイン酸ソルビタン等）、グリセリン脂肪酸類（モノステアリン酸グリセ
リン等）、プロピレングリコール脂肪酸エステル類（モノステアリン酸プロピレングリコ
ール等）、硬化ヒマシ油誘導体、グリセリンアルキルエーテル、ＰＯＥソルビタン脂肪酸
エステル類（ＰＯＥソルビタンモノオレエート、モノステアリン酸ポリオキエチレンソル
ビタン等）、ＰＯＥソルビット脂肪酸エステル類（ＰＯＥ－ソルビットモノラウレート等
）、ＰＯＥグリセリン脂肪酸エステル類（ＰＯＥ－グリセリンモノイソステアレート等）
、ＰＯＥ脂肪酸エステル類（ポリエチレングリコールモノオレート、ＰＯＥジステアレー
ト等）、ＰＯＥアルキルエーテル類（ＰＯＥ２－オクチルドデシルエーテル等）、ＰＯＥ
アルキルフェニルエーテル類（ＰＯＥノニルフェニルエーテル等）、プルロニック型類、
ＰＯＥ・ＰＯＰアルキルエーテル類（ＰＯＥ・ＰＯＰ２－デシルテトラデシルエーテル等
）、テトロニック類、ＰＯＥヒマシ油・硬化ヒマシ油誘導体（ＰＯＥヒマシ油、ＰＯＥ硬
化ヒマシ油等）、ショ糖脂肪酸エステル、アルキルグルコシド等の非イオン界面活性剤類
、エリスリトール、ソルビトール、キシリトール、マルチトール、プロピレングリコール
等の多価アルコール類、ピロリドンカルボン酸ナトリウム、乳酸、乳酸ナトリウム等の保
湿成分類、グアガム、クインスシード、カラギーナン、ガラクタン、アラビアガム、ペク
チン、マンナン、デンプン、キサンタンガム、カードラン、メチルセルロース、ヒドロキ
シエチルセルロース、カルボキシメチルセルロース、メチルヒドロキシプロピルセルロー
ス、コンドロイチン硫酸、デルマタン硫酸、グリコーゲン、ヘパラン硫酸、ヒアルロン酸
、ヒアルロン酸ナトリウム、トラガントガム、ケラタン硫酸、コンドロイチン、ムコイチ
ン硫酸、ヒドロキシエチルグアガム、カルボキシメチルグアガム、デキストラン、ケラト
硫酸，ローカストビーンガム，サクシノグルカン，カロニン酸，キチン，キトサン、カル
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ボキシメチルキチン、寒天、ポリビニルアルコール、ポリビニルピロリドン、カルボキシ
ビニルポリマー、ポリアクリル酸ナトリウム、ポリエチレングリコール、ベントナイト等
の増粘剤、表面を処理されていても良い、マイカ、タルク、カオリン、合成雲母、炭酸カ
ルシウム、炭酸マグネシウム、無水ケイ酸（シリカ）、酸化アルミニウム、硫酸バリウム
等の粉体類、表面を処理されていても良い、ベンガラ、黄酸化鉄、黒酸化鉄、酸化コバル
ト、群青、紺青、酸化チタン、酸化亜鉛の無機顔料類、表面を処理されていても良い、雲
母チタン、魚燐箔、オキシ塩化ビスマス等のパール剤類、レーキ化されていても良い赤色
２０２号、赤色２２８号、赤色２２６号、黄色４号、青色４０４号、黄色５号、赤色５０
５号、赤色２３０号、赤色２２３号、橙色２０１号、赤色２１３号、黄色２０４号、黄色
２０３号、青色１号、緑色２０１号、紫色２０１号、赤色２０４号等の有機色素類、ポリ
エチレン末、ポリメタクリル酸メチル、ナイロン粉末、オルガノポリシロキサンエラスト
マー等の有機粉体類、パラアミノ安息香酸系紫外線吸収剤、アントラニル酸系紫外線吸収
剤、サリチル酸系紫外線吸収剤、桂皮酸系紫外線吸収剤、ベンゾフェノン系紫外線吸収剤
、糖系紫外線吸収剤、２－（２'－ヒドロキシ－５'－ｔ－オクチルフェニル)ベンゾトリ
アゾール、４－メトキシ－４'－ｔ－ブチルジベンゾイルメタン等の紫外線吸収剤類、エ
タノール、イソプロパノール等の低級アルコール類、ビタミンＡ又はその誘導体、ビタミ
ンＢ6塩酸塩，ビタミンＢ6トリパルミテート，ビタミンＢ6ジオクタノエート，ビタミン
Ｂ2又はその誘導体，ビタミンＢ12，ビタミンＢ15又はその誘導体等のビタミンＢ類、α
－トコフェロール，β－トコフェロール，γ－トコフェロール，ビタミンＥアセテート等
のビタミンＥ類、ビタミンＤ類、ビタミンＨ、パントテン酸、パンテチン、ピロロキノリ
ンキノン等のビタミン類などが好ましく例示できる。これらの内、特に好ましいものは増
粘剤であり、カルボキシビニルポリマーが好ましく、その対塩基として、トリエタノール
アミンを用いることが特に好ましい。これは本発明の化粧料の殆どの成分が多価アルコー
ルであるため、この様な系で、系を増粘させるのにはこの様な増粘剤の選択が特に好適だ
からである。カルボキシビニルポリマーの好ましい含有量は、０．１～１質量％、より好
ましくは０．２～０．５質量％である。この様な増粘剤を含有することにより、ゲルを形
成し、皮膚上に塗布した化粧料が塗布した位置に留まって、適度な水和熱による加温によ
り、皮脂以外の角栓構成成分も押し出され、皮膚に優しく角栓の除去を行うことが出来る
。本発明の化粧料は、前記の成分を常法に従って処理することにより、製造することが出
来る。本発明の化粧料は、加温特性を生かした角栓除去用の化粧料として応用することが
好ましい。
【００１４】
　本発明について、以下に実施例を挙げて、更に詳細に説明を加えるが、本発明がかかる
実施例にのみ、限定されないことは言うまでもない。
【実施例】
【００１５】
＜実施例１＞
　以下に示す表１の処方に従って、本発明の化粧料を作成した。即ち、イの成分を均一に
溶解させ、しかる後にロの成分を加えて中和し、ゲル化させて、本発明の化粧料１を得た
。
【００１６】
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【表１】

【００１７】
＜試験例１＞
　化粧料１について、角栓除去作用を検討した。角栓除去作用は、１昼夜生理食塩水中に
浸漬させた豚皮に、２７Ｇの注射針を装着した注射器で、下記に示す黒い色の人工角栓を
、１ｍｍ×１ｍｍ当たり１個の割合で注入して作成した、２ｃｍ×５ｃｍの小鼻モデル上
を０．３ｇの化粧料で５分間擦過し、しかる後に温水で洗浄し、水気をタオルで拭った後
、非処理部との色差を測定した。同時に製造例１の炭分散組成物を水に置換した比較例１
、グリセリン７５質量％の内、１０質量％を水に置換した比較例２も作成し、同様に評価
した。結果を表２に示す。これより、本発明の化粧料は優れた角栓除去作用が存すること
が明らかである。
（人工角栓）
コレステロール　　　　　　　　　　　２０質量％
スクワラン　　　　　　　　　　　　　３０質量％
オリーブ油　　　　　　　　　　　　　１０質量％
水添牛脂　　　　　　　　　　　　　　２０質量％
ケラチンパウダー　　　　　　　　　　２０質量％
【００１８】

【表２】

【００１９】
＜実施例２＞
　実施例１と同様に下記の表３に示す処方に従って化粧料２を作成した。このものは、試
験例１の評価で、ΔＥが０．４５であった。
【００２０】
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【表３】

【００２１】
＜実施例３＞
　実施例１と同様に下記の表４に示す処方に従って化粧料３を作成した。このものは、試
験例１の評価で、ΔＥが０．４２であった。
【００２２】

【表４】

【産業上の利用可能性】
【００２３】
　本発明は、安全性の高い角栓除去温感化粧料に応用できる。
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